
議第Ⅱ3号

令和4年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和4年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金3,MO,636,159円のうち、 87フ,894,給7円を資本金

に組み入れ、 162,612,291円を減債積立金に、 2,400,129,331円を建設改良積立金にそれぞれ積み立て

る。

提案理由

令和4年度山形県電気事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の

規定により提案するものである。

.

血



議第H4号

令和4年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和4年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金93,805,808円のうち、 6,226,468円を資本

金に組み入れ、釘,579,340円を建設改良積立金に積み立てる。

提案理由

令和4年度山形県工業用水道事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第

2項の規定により提案するものである。
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議第Ⅱ5号

令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金26,d四,510円のうち、 850,000円を

資本金に組み入れ、 25,559,510円を資産運用積立金に積み立てる。

提案理由

令和4年度山形県公営企業資産運用事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第

32条第2項の規定により提案するものである。
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議第Ⅱ6号

令和4年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金の処分について

令和4年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金1,認7,396,810円のうち、 851,610,289円

を資本金に組み入れ、 338,629,332円を減債積立金に、 397,157,219円を建設改良積立金にそれぞれ積

み立てる。

提案理由

令和4年度山形県水道用水供給事業会計未処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条

第2項の規定により提案するものである。
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